
福山市企業版ふるさと納税社会貢献活動推進事業費補助金交付要綱 

 

令和８年３月５日 

福経総第３５４号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、事業者が有する専門性及び人的資源を活用した事業者等の主体的な

活動を促進し、地域活性化及び地域課題の解決などの行政課題解決に資する企業等の社会

貢献活動を支援するため、福山市（以下「市」という。）の認定地域再生計画に基づく地

域活性化を目的とした事業を実施する事業者等に対し、福山市企業版ふるさと納税社会貢

献活動推進事業費補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付することと

し、その補助金の交付については、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以

下「規則」という。）、その他の法令及び条例の定めによるほか、この要綱に定めるところ

による。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

（１） 企業版ふるさと納税 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号

の規定する、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。 

（２） 認定地域再生計画 地域再生法第５条第１項に規定する認定地域再生計画をいう。 

 

（補助対象団体） 

第３条 この要綱による補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

（１） 法人格を有する団体 

（２） 任意団体の場合は、次の要件を全て満たしている団体 

  ア 定款又はこれに類する規約等を有すること。 

  イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。 

  ウ 団体自ら経理し、監視する等会計組織を有すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、いずれも対象としない。 

（１） 政治活動又は宗教勧誘を目的とする者 

（２） 市税等の滞納（納税猶予等の措置によるものを除く。）のある者 

（３） 福山市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 10 号）第 2 条第 1 項第 1 号に規定する

暴力団若しくは同条同項第 3 号に規定する暴力団員等であるもの又は暴力団員等と

密接な関係を有する者 

（４） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 



（５） 市より指名停止措置が講じられている者 

（６） 会社更生法、民事再生法に基づき再生手続をしている者 

 

（補助対象事業） 

第４条 この要綱による補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 本市が定める認定地域再生計画に記載されている事業に係るもの 

（２） 企業版ふるさと納税による財源が確保されているもの 

（３） 事業費が１００万円以上の事業で補助最低額が５０万円以上の事業を原則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としない。 

（１） 政治活動又は宗教活動を目的とする事業 

（２） 施設、設備の設置に当たり、土地所有者その他関係者の承諾を得られていない事業

（当該関係者の承諾が確実に得られる見込みがある事業を除く。） 

（３） 事業目的を単に施設の設置及び修繕、物品の購入とする事業 

（４） 他の補助制度等が利用可能な事業 

（５） その他補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業 

３ 補助対象事業は、補助金を交付する年度内に完了していなければならない。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この要綱による補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対

象事業の実施に要する経費であって、別表に定める経費とする。ただし、次に掲げるもの

は対象としない。 

（１） 適正な時価でない額で取引又は計上される経費 

（２） 企業版ふるさと納税をする者（以下「寄附者」という。）及びその関係会社（財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8

条第 8 項に規定する関係会社をいう。以下「関係会社」という。）と取引された経

費。ただし、関係会社のみが提供可能である物品又は役務であることを証明した場

合は、この限りではない。 

（３） 経費に係る消費税及び地方消費税額 

２ 市長は、この要綱による補助金の交付決定前に事業に着手する特段の事情があると認

められるときは、当該交付決定前に要した経費（交付決定を受けた年度と同一年度の経費

に限る。）を補助対象経費として認めることができる。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額（その額が当該補助対象経費に係る補助対象事

業への企業版ふるさと納税があった額を超えるときは、当該企業版ふるさと納税があった

額）とし、予算で定める範囲内の額とする。 



 

（事業の提案） 

第７条 対象事業を提案する者（以下「事業提案者」という。）は、当該対象事業の内容

について、あらかじめ、次に掲げる書類により市長に提案するものとする。 

（１） 事業提案書（様式第 1 号） 

（２） 事業提案計画書（様式第 2 号） 

（３） 概算事業費調書（様式第 3 号） 

（４） その他市長が必要と認めるもの 

 

（事業の採択） 

第８条 市長は、前条の事業の提案を受けたときは、選定委員会においてその内容を審査

し、当該事業の採択の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行うに当たり、特に必要があるときは、事業提案者から追加資

料の提出又は口頭説明を求めることができる。 

３ 市長は、第 1 項の決定をしたときは、提案事業採択（不採択）決定通知書（様式第 4

号）により、事業提案者に通知するものとする。 

 

（寄附者の公募） 

第９条 市長は、前条の規定により採択した事業（以下「採択事業」という。）につい

て、寄附者を市ホームページその他適切な方法により公募するものとする。 

２ 事業提案者は、採択事業を周知し、本市への寄附について働きかけを行うことができ

るものとする。 

 

（企業版ふるさと納税） 

第１０条 前条の規定による公募に応じた寄附者は、企業版ふるさと納税をする際、企業

版ふるさと納税に係る採択事業指定書（様式第 5 号）により採択事業を指定するものとす

る。 

２ 寄附者は、次に掲げる事由が生じたときは、当該指定した採択事業以外に当該企業版

ふるさと納税が充当されること理解し、承諾した上で、企業版ふるさと納税をするものと

する。 

（１） 事業提案者が倒産、解散その他社会情勢の変化等により事業を実施できない事由が

生じたとき。 

（２） 企業版ふるさと納税の額が採択事業を実施できる額まで達しなかったとき。 

（３） 採択事業の完了後に事業費が企業版ふるさと納税の額まで達しなかったとき。 

（４） 次条の予算が福山市議会で議決されなかったとき。 

（５） その他特別な事情により市長が採択事業を実施すべきでないと判断したとき。 

３ 前項各号に掲げる事由が生じた場合において、寄附者は、当該寄附者がした企業版ふ



るさと納税返還を市長に求めることができないものとする。 

４ 寄附者は、第 1 項の規定により採択事業を指定する場合において、当該寄附者と関係

会社と認められる事業者等が実施する採択事業を指定してはならない。 

 

（補助金の予算） 

第１１条 本補助金の交付は、福山市議会において議決された当該補助金事業に係る予算

の範囲内で行うものとし、第 8 条の事業の採択についても同様とする。 

 

（補正の指示） 

第１２条 この要綱による補助を受けて事業を実施する団体は、当該事業の実施に関し、

市長から、公益上の理由により内容の補正の指示があったときは、当該指示に従うものと

する。 

 

（交付の申請） 

第１３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「採択事業者」という。）は、補助金

交付申請書（様式第 6 号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 

（交付の決定） 

第１４条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金

交付の可否を決定し、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第 7 号）により当該申請者

に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができ

る。 

 

（交付決定前着手） 

第１５条 採択事業者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当た

りやむを得ない事情がある場合で、前条の規定する交付の可否の決定前に事業に着手する

ことができる。この場合において、当該補助対象経費に係る補助対象事業について、次の

各号のいずれかに該当するときは、補助金を受けることができない場合があることを承諾

した上で、事業に着手するものとする。 

（１） 第１１条の予算が福山市議会で議決されなかったとき。 

（２） 前条の規定による決定がされなかったとき。 

２ 前項の規定により、採択事業者が補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合

において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとす

る。 

 



（事業の変更等） 

第１６条 補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に係

る申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止をしようとするときは、補助金変

更申請書（様式第８号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金

交付の変更等の可否を決定し、補助金変更承認（不承認）通知書（様式第９号）又は補助

金中止（廃止）承認（不承認）通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

 

（実績報告） 

第１７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して３０日を経過

した日又は補助事業の完了の日が属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、補助

金実績報告書（様式第１１号の１）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合は、当該消費税等仕入控除額分を減額して報告しなければならない。 

3 事業期間が交付決定した日の属する会計年度の１２月末を超える場合は、１２月末ま

でに、１１月末時点の事業実施内容について補助金中間報告書（様式１１号の２）を作成

し、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１８条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査

し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第１２号）

により補助事業者に通知するものとする。 

２ 第１４条及び第１６条第２項に規定する通知について、その変更は別途決定通知を行

わず、前項に規定する補助金確定通知書をもって行うものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１９条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書（様式第１３

号）により補助金を請求するものとする。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定

の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） 法令等の規定に違反したとき。 



（２） 偽りその他不正の手段により交付金を受け、又は受けようとしたとき。 

（３） 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の場合、補助金交付決定取消通知書（様式第１４号）により、補助事業

者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により通知を行った事業者に対し、既に交付した補助金の返還を

命ずるときは、補助金返還命令書（様式第１５号）により行うものとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第２１条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、

他の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておいかなければな

らない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合

を含む。）の属する年度の終了後５年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供

せるよう保存しておかなければならない。 

ただし、補助対象経費（補助事業の全部又は一部を第三者に実施された場合における対

応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令 第１５号）

別表第１及び別表第２に定める耐用年数をいう。）が 5 年を超える場合、耐用年数の期間

が経過するまで、取得財産に関する書類を保存しておかなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第２２条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなけ

ればならない。 

 

（財産処分の制限） 

第２３条 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その財産が耐用年数を経過し、

又は市長の承認を受けた場合には、この限りでない。 

２ 補助事業者は、前項の耐用年数の期間内において、処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、補助金財産処分申請書（様式第１６号）を市長に提出し、承認を

受けなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、処分の

可否を決定し、補助金財産処分承認（不承認）通知書（様式第１７号）により補助事業者

に通知するものとする。 

４ 補助事業者は、前項の市長の承認を受けて財産の処分を行った場合、補助金財産処分



報告書（様式第１８号）を市長に提出し、指定された期限までに財産の処分に係る返還金

を市に納付しなければならない。 

５ 前項の財産の処分に係る返還金の額については、残存簿価相当額に補助率を乗じて得

た額とする。 

６ 市長は、前４項の規定により財産の処分に係る返還を命ずるときは、財産処分返還命

令書（様式第１９号）により行うものとする。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第２４条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該

情報を提供するものの指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、

法令等を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利

用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報を含むが

これらに限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、

正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を行わせる第三者（以下「履行補助者」とい

う。）にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員ま

たは従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。 

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（委任） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

別表（第５条関係） 

経費項目 内容 補助率 

１ 人件費 ・人件費 

１０／１０ 

２ 事業費 ・報償費 

・旅費 

・賃金 

・需用費 

・役務費 

・使用料及び賃借料 

・工事請負費 

・財産購入費 

・その他市長が必要と認める経費 

３ 委託・外注費 ・委託料 

・外注費 

 


